
業 務 仕 様 書 

 

１ 業務名 

令和２年度帯広市介護予防普及啓発事業 「（通称）げんき活動コース」 

 

２ 事業目的 

介護予防に関する知識や実践の普及啓発を行い、活動に取り組む仲間と知り合うきっかけ

をつくり、住み慣れた地域で自主的な活動を継続するよう促進することを目的とする。 

 

３ 委託期間 

契約締結日から令和３年３月３１日までとする。 

 

４ 担当地区 

西帯広・開西日常生活圏域 

 

５ 実施場所 

担当圏域内に所在する以下のコミュニティセンター及び福祉センター等 

（１） 森の里コミュニティセンター 

（２） つつじが丘福祉センター 

（３） 西福祉センター 

（４） その他、地域の会館等 

 

６ 参加対象者 

帯広市に在住する、参加開始時点で満６５歳以上の者 

 

７ 実施人数 

年間９０名を評価の対象とする。なお、１回当たりの人数は従事体制及び会場等を踏まえて安

全に実施できる人数とする。 

 

８ 実施回数 

年間４４回とする。なお、参加者１人当たりの回数は実施期間中に１２回までとする。 

 

９ 業務内容 

以下の各号に定める業務を行う。 

（１） 実施日時の調整を行う。 

（２） １２回分の実施内容の調整を行う。 

（３） リハビリテーション専門職（３職能団体）との調整を行う。 

（４） 事業の周知を行う。 

（５） 参加受付を行う。 

（６） 教室を運営する。 

（７） 自主活動団体との情報交換を行う。 

（８） 参加者の参加終了後の活動継続について調査を行う。 

（９） 実施計画書及び報告書を提出する。 



１０ 業務内容の詳細について 

（１） 編成について 

ア 委託期間のうち、６月から翌年２月まで教室を開催する。 

ただし、やむを得ない理由により２月までに教室を４４回実施できない場合は３月

上旬までに開催する。 

イ 委託期間のうち３月は教室を開催せず、教室終了後の参加者の活動確認を行う。 

ウ 参加者１人につき１２回までの参加を可能とするため、リハビリテーション専門職

（栄養士、歯科衛生士、リハビリ職が各１回）の派遣時を除いた実施内容をあらか

じめ用意する。 

エ 初回参加時及び参加終了時に、質問票を用いて健康状態や社会参加の状況等を

把握する。 

オ 温泉の活用と運動の組み合わせによる健康づくりや効果的な入浴方法、注意事項

などの普及・啓発を図る。 

カ 市が提供する認知症予防に関するプログラムを実施する。 

キ 自主活動団体が事業に参加し、活動内容等を紹介するための調整を行う。 

ク 参加者が教室終了後も継続した活動につながるよう、自主活動団体の情報提供

や新たな自主活動団体の立ち上げに対して具体的な支援を行う。 

ケ 参加者ごとに管理台帳を作成し、教室終了後の活動状況を把握する。 

（２）  参加者について 

ア 実施期間中、随時参加可能とする。 

イ 教室終了後の活動継続について理解を促す。 

ウ 生活上の支援が必要と思われるときには、地域包括支援センター等の関係機関、

関係職種と連携して対応する。 

（３） １回の実施について 

ア 従事者は３名とする。 

ただし、参加者の状況や実施内容により、安全に実施できると判断できる場合は、

従事者を２名とすることも可能。 

イ 時間は９０分とする。 

ウ 事業の目的を理解してもらうため、初回参加時にオリエンテーションを実施する。 

エ 実施前後及び実施中、血圧や心拍数、発熱の有無等の確認を適宜行い、自覚症

状がある場合又は従事者が必要と判断した場合は、活動の中止や医療機関への

受診等を促す。 

オ 介護予防の講話や体操などを通して、参加者が継続して取り組みやすい内容の提

供を行う。（参加者に体力の差などがある場合でも、参加者の状態に合わせた実

施方法の提供を行う。） 

（４） 事業の評価について 

ア 参加者の参加最終日から約１か月後、継続した活動の有無 

イ 年間の参加人数 

ウ 事業に関わった自主活動団体の数と内容 

 

１１ チャレンジデーの実施について 

これまで介護予防に関する活動経験が少なく、継続した取り組みが困難な者を対象として、

チャレンジデーを実施する。 

 



（１） 実施場所、参加対象者 

「5 実施場所」、「6 参加対象者」のとおり。 

（２） 実施回数 

年間 10回以上とする。 

（３） 業務内容 

ア 実施日時及び実施内容の調整 

委託期間のうち、6月から 3月の間に教室を開催する。 

介護予防の講話や体操などを通して、参加者が継続して取り組みやすい内容の提

供を行う。（参加者に体力の差などがある場合でも、参加者の状態に合わせた実

施方法の提供を行う。） 

イ 事業の周知 

ウ 参加受付（必須とはしない）及び参加者管理 

参加者は、参加会場や参加回数の制限なく、随時参加可能とする。なお、げんき活

動コースに参加している者及び参加を終了した者も参加することができる。 

エ 教室運営 

従事者は 3 名を基本とするが、参加者の状況等により安全に実施できると判断で

きる場合又は安全な実施が困難と判断した場合は、従事人数を増減し対応する。 

なお、教室実施前後及び実施中、血圧や心拍数、発熱の有無等の確認を適宜行

い、自覚症状がある場合又は従事者が必要と判断した場合は、活動の中止や医

療機関への受診等を促す。 

オ 実施評価 

年間実施回数及び 1回当たりの参加者人数による。 

 

１２ 実施計画書及び報告書等の提出 

事業者は以下の各号に定める書類を帯広市へ提出する。 

（１） 実施計画書 

（２） 参加者名簿 

（３） 実施報告書 

（４） 個人台帳（チャレンジデーは除く） 

 

１３ 参加者の費用負担 

   無料とする。 

 

１４ 事故への対応 

実施者は事故発生防止の対策を講じた上で、偶発的な事故に備え参加者に対する賠償保険

等に加入すること。 

 

１５ 連絡会議及び研修会 

実施者は、市が年数回程度実施する一般介護予防事業に係る連絡会議及び研修会に参加

すること。 

 

１６ 委託料 

本事業における委託料に関する事項は、契約書において定める。 

なお、事業実施初期に掛かる費用が大きいことを考慮し、総事業費に占める上半期の割合を



7割とし、下半期を 3割として支払うこととする。（チャレンジデー実績加算を除く。） 

 

１７ その他 

仕様書に定めることのほか必要な事項については、市と協議の上決定する。

 


